
議会議案第６号

議会議案第７号

議会議案第８号

議会議案第９号

議会議案第１０号

議会議案第１１号

反
対
討
論

反
対
討
論

反
対
討
論

⑤　のせ町議会だより　No.56

一
般
会
計
決
算
に
つ
い
て
討
論

中
西
　
顕
治

　
平
成
２５
年
度
は
町
長
の
公
約
が
す
っ
か
り
空
回
り
し
、
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
た
と
い
う
評
価

は
免
れ
な
い
。

　
開
か
れ
た
町
政
を
謳
い
な
が
ら
情
報
隠
蔽
体
質
に
傾
く
町
政
運
営
。
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で

住
民
の
声
を
聞
く
と
い
い
な
が
ら
、
施
策
に
反
映
で
き
る
意
見
が
無
か
っ
た
と
い
う
総
括
を
行
う

体
た
ら
く
。
重
要
課
題
と
し
て
交
通
対
策
の
看
板
を
挙
げ
て
討
議
会
を
行
い
な
が
ら
方
向
性
を
ま

と
め
ら
れ
ず
放
置
。

　
新
学
校
建
設
、
学
校
耐
震
に
ま
つ
わ
る
対
応
は
住
民
へ
の
約
束
を
反
故
に
し
、
説
明
不
足
と
い

う
言
い
訳
に
終
始
す
る
正
視
に
堪
え
な
い
醜
態
を
晒
す
。

　
住
民
の
意
見
を
聞
く
振
り
を
し
て
結
局
放
置
す
る
姿
勢
が
色
濃
く
映
る
本
決
算
に
反
対
す
る
。

議
案
第
３８
号
　
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
に
つ
い
て
討
論

中
西
　
顕
治

　
こ
の
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
設
置
条
例
制
定
の
折
に
も
反
対
し
た
経
緯
も
あ
る
が
、
こ
の
条
例

改
正
案
は
合
議
条
文
を
持
た
な
い
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
に
合
議
制
の
審
議
会
に
求
め
る
事
項
を

所
掌
事
項
に
加
え
る
と
い
う
暴
挙
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
会
議
設
置
条
例
に
合
議
条
文
を
追
加
す
る
。
あ
る
い
は
児
童
福
祉
審
議
会
の
設
置
条
例
を

作
る
か
の
、
い
ず
れ
か
の
対
応
が
必
要
と
考
え
、
本
改
正
案
に
反
対
す
る
。

　
　
大
平
喜
代
江

　
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
設
置
に
反
対
で
あ
る
。
そ
の
理

由
は
合
議
制
の
会
議
で
あ
る
条
例
の
体
裁
を
な
さ
ず
、
そ
の
条
例
に
児
童
福
祉
法
の
条
項
を
加
え

る
こ
と
は
、
本
来
の
趣
旨
か
ら
外
れ
、
寄
せ
集
め
の
条
例
と
し
か
見
え
な
い
。
大
事
な
会
議
の
設

置
条
例
の
解
釈
が
様
々
で
は
困
る
。
本
来
の
条
例
設
置
の
基
本
に
戻
り
、
設
け
て
い
た
だ
き
た

い
。

　　　　　　　　能勢町議会基本条例の制定について
　　賛　　否　　　全員賛成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　 原案可決

　　　　　　　　能勢町議会の会期等に関する条例の制定について
　　賛　　否　　　全員賛成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　 原案可決

　　　　　　　　能勢町議会会議規則の一部を改正する規則について
　　賛　　否　　　全員賛成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　 原案可決

　　　　　　　　専決事項の指定について
　　賛　　否　　　全員賛成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　 原案可決

　　　　　　　　「手話言語法（仮称）」制定を求める意見書について
　　賛　　否　　　全員賛成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　　　　 原案可決

　　　　　　　　山口  禎  町長に対する問責決議について
　　賛　　否　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    原案可決
　　　　  木戸俊治        福中　満       中植昭彦        大平喜代江     原田健志      西河　巧       大西則宏         長尾義信        中西顕治        長尾義和        美谷芳昭        山本光晴

　　　　　  ○   ×   ○       ○          ○            ×             ○               ○               ○                ○                 ○            議　長  

注：議長は、採決に加わりません。


